
 

 

 
 

 

 
1
月
支
部
集
会 

江
坂
支
部
の
会
場
で
は
建
設
業
、
不
動
産
賃
貸
、
不
動
産
仲
介
、

飲
食
店
、
機
械
修
理
、
エ
ス
テ
な
ど
多
種
多
様
な
業
種
の
会
員
が
集

ま
り
ま
し
た
。
不
動
産
賃
貸
業
の
会
員
か
ら
「
テ
ナ
ン
ト
か
ら
ま
だ

イ
ン
ボ
イ
ス
の
話
は
な
い
が
、
も
し
い
る
と
言
わ
れ
た
ら
請
求
書
な

ん
て
発
行
も
し
て
い
な
い
の
に
」、
飲
食
店
の
会
員
は
「
お
客
さ
ん
か

ら
最
近
に
な
っ
て
イ
ン
ボ
イ
ス
を
取
る
予
定
が
あ
る
の
か
聞
か
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
」
な
ど
実
情
を
交
流
。
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要
か

ら
激
変
緩
和
措
置
の
内
容
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。 

 

吹
南
支
部
の
2
回
目
の
集
会
に
は
6
名
が
参
加
。
機
械
組
立
の

会
員
さ
ん
は
「
親
会
社
は
年
末
ま
で
何
も
言
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
に
、

今
年
に
な
っ
て
急
に
親
会
社
が
イ
ン
ボ
イ
ス
を
取
る
の
か
取
ら
な
い

の
か
、
取
る
な
ら
3
月
31
日
ま
で
に
と
迫
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ

た
」
と
近
況
か
ら
交
流
が
始
ま
り
ま
し
た
。
夫
婦
で
参
加
し
た
建
設

業
の
会
員
さ
ん
も
「
取
引
先
の
数
件
か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
を
取
る
予
定

が
あ
る
の
か
と
質
問
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
の
こ
と
。「
届
出
の

期
限
が
延
長
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
親
会
社
は
急
か
し
て
く
る
。

話
し
て
み
る
こ
と
が
大
事
で
は
」
と
対
策
を
話
し
合
い
ま
し
た
。
税

負
担
に
つ
い
て
も
簡
易
課
税
で
大
ま
か
な
試
算
を
話
し
合
い
、
か
な

り
の
負
担
に
な
る
こ
と
に
驚
き
の
声
。
免
税
業
者
が
イ
ン
ボ
イ
ス
を

取
得
す
る
こ
と
に
よ
る
増
収
の
見
込
額
に
つ
い
て
も
話
題
に
な
り
２

４
８
０
億
円
と
わ
か
る
と
「
取
り
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
取
る
増
税
だ
」

と
怒
り
の
声
も
。
最
後
に
中
止
を
求
め
る
運
動
を
強
め
よ
う
と
話
し

合
い
ま
し
た
。 

 

伝
言
板 

 

会
費
・
新
聞
代 

2
か
月
分
集
金
の
お
願
い 

毎
年
2
月
・
3
月
は
確
定
申
告
作
成
の
支
部
集
会
や
集
団
申
告

の
重
税
反
対
全
国
統
一
行
動
の
準
備
な
ど
で
事
務
局
の
業
務
が
集
中

し
ま
す
。
事
務
局
集
金
の
会
員
さ
ん
・
読
者
さ
ん
に
は
、
2
か
月
分

の
集
金
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

府
営
住
宅
申
し
込
み 

締
切
2
月
15
日
（
水
）
消
印
有
効 

民
商
事
務
所
に
申
込
書
あ
り
ま
す
。 

 

無
料
法
律
相
談 

2
月
16
日
（
木
）
13
時
00
分 

民
商
会
館 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所
に
よ
る
出
張
の
無
料
法
律
相
談
で
す
。

相
談
を
希
望
す
る
方
は
事
前
に
民
商
事
務
所
ま
で
予
約
の
連
絡
を
お

願
い
し
ま
す
。 

 

北
大
阪
セ
ミ
ナ
ー 

戦
後
日
本
の
も
っ
と
も
重
大
な
政
策
転
換 

「安
保
３
文
書
」と
は
何
か
？ 

2
月
16
日
（
木
）
18
時
30
分
～
20
時
30
分 

北
大
阪
総
合
法
律
事
務
所 

会
議
室 

Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
も
で
き
ま
す
。

参
加
希
望
は
下
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。 

消
費
税
の
区
分
別
経
理
は
確
実
に 

一
般
課
税
は
軽
減
税
率
に
ご
注
意
を 

消
費
税
の
申
告
で
は
売
上
と
仕
入
・
経
費

の
両
方
か
ら
納
税
額
を
計
算
す
る
一
般
課
税

と
売
上
の
み
で
計
算
す
る
簡
易
課
税
が
り
ま

す
。
一
般
課
税
で
申
告
さ
れ
る
方
は
経
費
の

中
で
食
料
品
や
週
2
回
以
上
発
行
さ
れ
る

新
聞
の
購
読
料
は
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
食
品
な
ど
を
主
に
取
り
扱
う
飲
食

店
な
ど
で
は
売
上
・
仕
入
の
両
方
を
必
ず
軽
減
税
率
と
標
準
税
率
に

区
分
し
て
く
だ
さ
い
。
売
上
で
は
店
内
飲
食
は
標
準
税
率
で
す
が
、

持
ち
帰
り
や
出
前
・
デ
リ
バ
リ
ー
は
軽
減
税
率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

ま
た
仕
入
で
は
酒
類
や
本
み
り
ん
な
ど
は
標
準
税
率
、
食
料
品
や
ソ

フ
ト
ド
リ
ン
ク
な
ど
は
軽
減
税
率
で
す
。
領
収
書
・
請
求
書
は
各
税

率
で
合
計
金
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
次

の
福
利
厚
生
費
・
接
待
交
際
費
・
雑
費
に
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
ま

た
仕
入
税
額
控
除
（
経
費
）
の
要
件
と
し
て
帳
簿
に
は
取
引
の
日
付
、

相
手
先
名
称
、
取
引
内
容
、
金
額
の
記
載
と
領
収
書
・
請
求
書
の
保

存
が
必
要
で
す
。 

 

建
設
業
な
ど
で
も
軽
減
税
率
の
経
費
が
あ
り
ま
す 

食
品
を
主
に
取
り
扱
わ
な
い
業
種
で
も
軽
減
税
率
の
経
費
は
必
ず

あ
り
ま
す
。
主
に
福
利
厚
生
費
・
接
待
交
際
費
・
雑
費
な
ど
で
す
。

福
利
厚
生
費
な
ど
で
は
お
弁
当
や
茶
菓
子
代
な
ど
、
接
待
交
際
費
で

は
贈
答
品
の
食
品
・
菓
子
や
現
場
で
配
っ
た
ジ
ュ
ー
ス
代
な
ど
、
雑

費
で
は
新
聞
購
読
料
（
週
2
回
以
上
発
行
）
に
軽
減
税
率
が
適
用
さ

れ
て
い
ま
す
。 

 

簡
易
課
税
は
売
上
を
各
業
種
区
分
に
経
理
を 

簡
易
課
税
は
売
上
の
み
で
納
税
額
を
計
算
し
ま
す
が
、
各
業
種
区

分
と
軽
減
税
率
・
標
準
税
率
に
分
け
た
集
計
が
必
要
で
す
。
各
業
種

区
分
は
6
つ
に
分
か
れ
第
一
種
・
卸
売
業
、
第
二
種
・
小
売
業
、
第

三
種
・
製
造
業
や
建
設
業
（
材
料
費
あ
り
）、
第
四
種
・
飲
食
店
や
労

務
（
加
工
の
み
）
な
ど
そ
の
他
の
業
種
、
第
五
種
・
サ
ー
ビ
ス
業
、

第
六
種
・
不
動
産
業
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
さ
ら
に
各
税
率
に

分
け
る
の
で
12
区
分
に
分
け
た
集
計
が
必
要
で
す
。
例
え
ば
飲
食
店

な
ら
店
内
飲
食
は
第
四
種
の
標
準
税
率
、
持
ち
帰
り
・
デ
リ
バ
リ
ー

は
第
三
種
の
軽
減
税
率
に
な
り
ま
す
。 

 

申
告
書
作
成
の
支
部
集
会
は
引
き
続
き 

民
商
会
館
を
会
場
と
し
予
約
制
で
行
い
ま
す 

今
週
の
商
工
新
聞
の
折
り
込
み
で
申
告
書
作
成
の
支
部
集
会
の
日

程
を
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
昨
年
に
引
き

続
き
会
場
は
民
商
会
館
を
基
本
に
、
予
約
制
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
高
齢
の
方
や
民
商
会
館
ま
で
の
移
動
が
困
難
な
方
の
た
め
、
一

部
は
地
域
の
会
場
を
設
け
て
い
ま
す
。
事
前
に
予
約
を
お
願
い
し
ま

す
。
予
約
は
都
合
上
、
電
話
の
み
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
家

族
等
の
同
伴
が
あ
る
場
合
は
そ
の
旨
も
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 
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